
 

 

各務原市新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業補助金交

付要綱 

（令和５年１０月３日決裁） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、保育所等において新型コロナウイルスの感染者又は感染者と接

触があった者（感染者と同居している場合に限る。）（以下「感染者等」という。）

が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施して

いくために必要な経費に対し、市が予算の範囲内で各務原市新型コロナウイルス感

染症に係る保育所等事業継続支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることに関し、各務原市補助金交付規則（昭和３８年規則第３４号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる施設を運営する者とする。 

（１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条第４

項の規定により設置する保育所（以下「保育所」という。） 

（２）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第１７条第１項の規定により設置する幼保連携型認定こ

ども園（以下「幼保連携型認定こども園」という。） 

（３）法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を行う事業所で、法第３４条

の１５第２項の認可を受けたもの（以下「小規模保育事業所」という。） 

（４）法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業を行う事業所で、法第３４

条の１５第２項の認可を受けたもの（以下「事業所内保育事業所」という。） 

（５）法第６条の３第１３項に規定する病児保育事業を行う事業所で、各務原市病児

・病後児保育事業実施要綱（平成２４年４月１日決裁）第２条の規定により委託

を受けたもの（以下「病児保育事業所」という。） 

 （補助事業） 

第３条 補助事業は、前条に規定する施設において感染者等が発生した場合に、職員

が感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に実施していくために行う次に掲

げる事業とする。 

（１）緊急時の職員確保を行う事業 

（２）職場環境の復旧及び環境整備を行う事業 



 

 

 （補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

事業に要する経費のうち、別表第１に掲げるものとする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額

と別表第２に定める補助基準額とを比較して少ない方の額とし、１，０００円未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 （交付の条件） 

第５条 補助金の交付の決定には、規則第６条第１項各号に掲げる事項のほか、次に

掲げる条件が付されるものとする。 

（１）他の助成等を受けていない事業であること。 

（２）補助事業のほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を徹底するため、

保護者との連絡等における情報通信技術の活用、保育等の提供に係る遊具等の消

毒、子どもが密集する状況を作らない等の工夫を図るために必要な保育補助者等

の雇上げ、感染症対策計画の策定、職員の体調管理等の取組に努めること。 

（３）補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が零円の場合を含

む。）には、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の６月３０日まで

に市長に報告しなければならないこと。 

（４）補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額

を市に返納しなければならないこと。 

（５）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（補助

事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年

度の終了後５年間保管しておかなければならないこと。 

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、決裁の日から施行し、令和５年度以後の予算に係る補助金について

適用する。 

 （各務原市保育所等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金交付



 

 

要綱の廃止） 

２ 各務原市保育所等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金交付

要綱（令和３年４月１日決裁）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行の日前に、前項の規定による廃止前の各務原市保育所等新型コロ

ナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金交付要綱の規定により各務原市

保育所等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金の交付の決定

を受けた者については、同要綱第８条（第４号から第６号までに係る部分に限る。）

の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。 

別表第１（第４条関係） 

区分 補助対象経費 

緊急時の職員確

保を行う事業 

感染者等が発生したことによる人員不足に伴い職員を確保するた

めに必要な人件費及び新型コロナウイルス感染症の感染の有無を

確認するために必要な医療用抗原検査キットの購入に係る経費 

職場環境の復旧

及び環境整備を

行う事業 

感染者等が発生した施設等の消毒、清掃等に必要な人件費、消耗品

費及び委託料 

別表第２（第４条関係） 

対象施設 補助基準額（１施設当たり） 

保育所、幼保連携型認

定こども園、小規模保

育事業所及び事業所内

保育事業所 

利用定員１９人以下の施設 ３００,０００円 

利用定員２０人以上５９人以下の施設 ４００,０００円 

利用定員６０人以上の施設 ５００,０００円 

病児保育事業所 ３００,０００円 

備考 利用定員は、補助金の交付の申請を行う年度の４月１日時点の定員（当該年

度の中途に開所する施設にあっては、開所日時点の定員）とする。 


